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案
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１

ヽブレノカモパロプ

今般の残留基準の検討については、農薬取締法に基づ く新規の農薬登録申請に伴 う基準

値設定依頼が農林水産省からなされたことに伴い、食品中のポジティブ リス ト導入時に新

たに設定された基準値 (い わゆる暫定基準)の見直 しを含め、食品安全委員会において食

品健康影響評価がなされたことを踏まえ、農薬・動物用医薬品部会において審議を行い、

以下の報告をとりまとめるものである。

1.概要

(1)品 目名 :プ ロパモカルブ [PropamOcarb(ISO)]

(2)用 途 :殺菌斉J

プロピルカノンバマー ト骨格を有する殺菌斉Jである。作用機構は、病原菌の菌糸細胞膜

に作用 し、細胞内容物の漏出を引き起こすことで効果を発揮すると考えられている。

(3)化学名 :

propyl ハ「 [31(dimethylaminO)prOpyl]carbamate (IUPAC)

[3-(dimethylamino)prOpyl]― carbamic aこ id propyl ester (CAS)

※参考 :プ ロパモカルブ塩酸塩

Propy1 3-(dimethylami五 0)prOpylcarbamate hydroch19ride (IUPAC)

Propyl[3-(dimethylamino)propyl]carbamatO hydrochloride (cAS)

(4)構造式及び物性

プロパモカルブ

?幸1‐ 1ミ

0

※参考 :プロパモカルブ塩酸塩

°
Y馬

Λ`メ＼
0

。HCl

分子式 C9H20N202 C9H21CIN202

分子量 188.3 224.7

水溶解度 >900g/L(20℃、pH7) 891～938g/L(20℃、pH7)

分配係数 10gぬPOw=_o。98(22℃、pH4)

log10Pow=… 1.36(21℃、pH7)

10g10Pow= 0.32(21℃ 、pH10)

(メ ーカー提供資料より)
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2.適用病害虫の範囲及び使用方法

本薬の適用病害虫の範囲及び使用方法は以下のとお り。

製剤名 となつているものについては、今回農薬取締法 (昭和 23年法律第 82号)に
基づ く新規登録申請がなされたものを示している。

(1)国内での使用方法

①64.0%プロパモカルブ塩酸塩液剤

作物名 適用病害虫名 希釈倍数 使用時期
本剤の

使用回数
使用方法

プロパモカルブ

塩酸塩を含む

農薬の

総使用回数

レタス べと病 500窮等 収穫 14日 前まで

3回以内

散布

3回以内
きゆうり

立枯性疫病

400令与

苗床 :は種直後

本回 :定植直後

及び

生育初期

(収穫 21日 前まで)

希釈液 3L/m2

土壌灌注
苗立枯病

(ピ シウム菌)

は種時

し ょ うが 根茎腐敗病
400-600

倍

生育期

(収穫 30日 前まで)

5回以内 5回以内

②55.5%プロパモカルブ塩酸塩 05.5%フ ルオピコリドフロアブル

作物名
適用病

害虫名

希釈

倍数
使用液量

使用

時期

本剤の

使用

回数

使用

方法

プロパモカルブ

塩酸塩を含む

農薬の

総使用回数

ばれいしよ 疫病

200-

250倍
25L/10a

収穫 7日

前まで
3回以内 散布 3回以内

800-

1000倍

100-

300L/10a

③ 36。 7%プ ロパモカルブ塩酸塩液却

作物名 跡
謳

棚 帷 御 判
枷

酬 腋
峨

カ ノモカル列諺塩

…躊

はくさい

べと病

1000倍

100-300
L/10a

収穫 7日 前

まで
2回以内 散布 2回以内

たまねぎ
5疇

1000倍

収穫 14日 前

まで
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(2)海外での使用方法 (韓国)

50%プロパモカルブ塩酸塩 05%フルオピコリド水和剤

3.作物残留試験

(1)分析の概要

① 分析対象の化合物                    :
プロパモカルブ

② 分析法の概要

下記の 3通 りの方法で分析が行われた。

塩酸酸性下で試料にアセ トンを加え抽出する。ロータリーエバポレーターでアセ ト

ンを留去 し、酢酸エチルで洗浄後、塩基性条件下で酢酸エチルに転溶 し、ガスクロマ

トグラフ(NPD)で定量する。

塩酸酸性下で試料にアセ トンを加え抽出する。多孔性ケイソウ土カラムで精製 し、

ガスクロマ トグラフ (NIPD)で定量する。

リン酸酸性下でアセ トン/水混液 (7/3)で抽出する。ロニタリーエバポレーターで

,  アセ トンを留去 し、酢酸エチルで洗浄後、炭酸ナ トリウムをカロえ塩基性下でエーテル

に転溶 し、ガスクロマ トグラフ(NPD)で定量する。

定量限界  :0.∞ 8～ 105 ppm

(2)作物残留試験結果

国内及び海外でプロパモカルブ塩酸塩を用いて実施された作物残留試験の結果の

概要を、別紙 1にまとめた。

4.ADIの 評価

食品安全基本法 (平成 15年法律第 48号)第 24条第 1項第 1号の規定に基づき、平

成 17年 10月 21日付厚生労働省発食安第 1021002号 及び同法第 24条第 2項の

規定に基づき、平成 18年 7月 18日 付け厚生労働省発食安第 0718030号 により食

品安全委員会あて意見を求めたプロパモカルブに係る食品健康影響評価について、プロパ

作物名
適用病

害虫名

希釈

倍数
使用液量

使用

時期

本斉Jの

使用

回数

使用

方法

プロパモカルブ

塩酸塩を含む

農薬の

総使用回数

とうがらし 疫病 1000倍
収穫 7日

前まで
2回以内 散布
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モカルブ塩酸塩のADIと して以下の とお り評価 されている。

無毒性量 :29。 O mg/kg体重/day

(動物種)  1ラ ッ ト

(投与方法) 混餌投与

(試験の種類)慢 性毒性試験

(期間)   1年 間

安全係数 :100

ADI:0.29m蒼/kg体重/day .

5。 諸外国における状況

2005年 に JMPRに おける毒性評価が行なわれ、ADIが 設定 されている。国際

基準はカ リフラファ、レタス、畜産物等に設定されている。

米国、カナダ、欧州連合 (EU)、 オース トラリア及びニュージーラン ドについて調

査 した結果、米国においてばれい しょ、 うり科野菜等に、カナダにおいてきゅうり、畜

産物等に、EUにおいてレモン、 りんご、 トマ ト等に残留基準が設定されている。

6.基準値案    .
(1)残留の規制対象

プロパモカルブ本体 とする。

作物残留試験は、プロパモカルブ塩酸塩を用いて実施 されているが、分析対象はプ

ロパモカルブであること及び国際基準の規制対象がプロパモカルブであることを考慮

し、残留の規制対象をプロパモカルブとした。

なお、食品安全委員会によつて作成 された食品健康影響評価においては、農産物中

の暴露評価対象物質をプロパモカルブ塩酸塩 (親化合物のみ)と 設定 している。

(2)基準値案

男U紙 2の とお りである。

(3)暴露評価

各食品について基準値案の上限までプロパモカルブが残留 していると仮定 した場合、

国民栄養調査結果に基づき試算される、 1日 当た り摂取する農薬の量 (理論最大 1日

摂取量 (TMDI))の ADIに 対する比は、以下のとお りである。詳細な暴露評価は

別紙 3参照。                      .
なお、本暴露評価は、各食品分類において、加工・調理による残留農薬の増減が全

く無い との仮定の下におこなつた。

また、暴露評価には、プロパモカルブ塩酸塩のADI(0:29 mg/kg体 重/day)に 0.84
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を掛け、プロパモカルブに換算 した値 (0。 24 mg/kg体重/day)を用いた。

TMD1/ADI(%)注 )

国民平均 11. 2

幼小児 (1～6歳 ) 18. 6

妊婦 9。  2

高齢者 (65歳以上) 12. 1

注)TMDI試 算は、基準値案文各食品の平均摂取量の総和として計算している。

高齢者については畜産物、妊婦については家きんの卵類の摂取量データが

ないため、国民平均の摂取量を参考とした。

(4)本剤については、平成 17年 11月 29日 付け厚生労働省告示第 499号 により、

食品一般の成分規格 7に食品に残留する量の限度 (暫定基準)が定められているが、

今般、残留基準の見直しを行 うことに伴い、暫定基準は削除される。
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(男り務11)

プロパモカルブ作物残留試験一覧表

きゆうり、しようが、ンタス及びとうがらしの残留試験は、プロパモカルブ塩酸塩を用いて実施されているため、換算係数0.84を 掛け、プロパ
モカルブ残留量に換算した。

最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付している。

(注 1)最大残留量 :当該農薬の申請の範囲内で最も多量に用い、かつ最終使用から収穫までの期間を最短とした場合の作物残留試験 (いわゆ
る最大使用条件下の作物残留試験)を実施 し、それぞれの試験から得られた残留量。 (参考 :平成10年 8月 7日 付け「残留農薬基準設定における
暴露評価の精密化に関する意見具申」)

表中、最大使用条件下の作物残留試験条件に、アンダーラインを付しているが、経時的に測定されたデータがある場合において、収穫までの
期間が最短の場合にのみ最大残留量が得られるとは限らないため、最大使用条件以外で最大残留量が得られた場合は、その使用回数及び経過日
数について ( )内 に記載した。

(注 2)(#)こ れらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。なお、適用範囲内で実施されていない作物残留試験について
は、適用範囲内で実施されていない条件を斜体で示した。

<国内>

農作物
試験

圃場数

試験条件 最大残留量に1)(ppm)

【プロパモカルブ】剤 型 使用量・使用方法 回数 経過 日数

きゅうり

(可食部)

64.0%液剤
400倍 希釈灌注

300mL/夕未 旦回 21,35,49日
Eヨツ財A:0.39

固場B:0.42

きゅうり

(可食部)

64.0%液剤
400倍 希釈灌注300mL/株
+Z″″希釈議″ ω∠/rの

3+J回 Z日
回場A:1.40

回場B:1.44

3+5回 、 7日 )(#)(注
2)

3+5回 、7日 )(#)

しょうが
(根茎)

64.0%え支デ

"

θθθ倍希釈灌注
3000L/10a

5[コ

7日 固場A:10.2

14日
ロヨ場雰B:19.4 (#)

ロヨ場芽C:5.17 (#)

しょうが

(根茎)

64.0%液剤
θω倍希釈灌注

3000L/10a
5回 30,60日

圃場易A:0.79(5回 、30日 )(#)

圃場易B:4.52(5回 、30日 )(#)

レタス

(茎葉)

64.0%液剤
500倍希釈希釈散布

100L/10a ユ回 14,21,28日
圃場A:1.81

詞場B:0.57

lずオtい しょ

(塊茎)

555%フ ロアブル
800倍希釈散布

200L/10a,240L/10a ユ回 z,14,21日
圃場)A:く 0.02

詞場B:〈 0.02

|ボオしいしょ

(塊茎)

55.5%フ ロアプル
200倍希釈散布

25L/10a ユ回 z,14,21日
場

場

圃

圃

く0.02

く0.02

はくさし
(茎葉)

1667%液剤
1000倍希釈散布

200L/10ら ,150L/10a
2回 14,21,28日

固場)A:0.692(2回、28日 )

圃場計B:4.50(2回 、 14日 )

はくさし
(茎葉 )

166.7%液 剤
lo00倍希釈散布

200L/10a,300L/10a 2回 ヱ,14,21,28日
ヨ場A:1.60

ヨ場B:2.46

たまねぎ
・(鱗茎)

2 66.7%液剤
500倍希釈散布

200L/10a 2回 14,21,28日
圃場)A:0.012

司場)B:〈 0.009

<海外 (韓国)>

農作物 議　』
試験条件 最大残留量

(注 1)(ppm)

【プロパモカルブ】剤型 使用量 。使用方法 回数 経過 日数

とうがらし

(果実)

1 50%水和剤
1000倍希釈散布

1500L/ha
2回 Z日 [ヨ場雰A:0.51

とうがらし

(果実)

l 50%水和剤
″ω″希釈散布

1500L/ha
θ回 7日 圃場A:1.46(#)
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農薬名      プロパモカルブ

平成17年 11月 29日 厚生労働省告示第499号において新しく設定した基準値については、網をつけて示した。
($)これらの作物残留試験は、試験成績のばらつきを考慮しtこの印をつけた残留値を基準値策定の根拠とした。
(#)これらの作物残留試験は、申請の範囲内で試験が行われていない。

(男 1糸氏2)

農産物名
基準値
案
DOm

基準値
現行

登録
有無

考ヽ 基 準値

作物残留試験成績断鮮
ＤＤｍ

Fl・国

基準値

米(玄米 を含 む。 0.1

ばれいしよ ○ く0.02.〈 0_02/〈0.02.(0.02

てスυさい

だいこん類(ラディッシュを含む)の根
はくさレヽ

キャベツ

芽キャベツ

チングンサイ
カリフラワー

ブロッコリー
その伸のあぶあた科野菜

1

10

0.1

1.0

0.5

0.2

0.5

05

5.0

0.1

1.0

0.5

0.2

0.5

0.5

申

1

0.692,4.50($)/1.60,2.46

チコリ
レタス

・

０

１０
○ 1.81.057

たまねき
ねぎ

０５

　

・

０

０

．
３

申 0.012,〈 0_009

セロリ

トマト

ピーマン

なす
その他のなす科野菜

2

3

0:3

2

‐・０‐・００・‐つ

2

3

0_3

【051.1_46(#)(卓葦国)】

きゆうり
かばちや
しろうり
すいか

メロン類果実
まくわうり
その他のうり科野菜

０

．

０

．
０

．

2.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

○ 039,0.42/1.40(#),1.44(#

ほうれんそう
たけのこ

しようが

４

０

．

１

‐

０

．
　

‐
○

40

102(#),19.4(#),5.17(#)

/0.79(#).4.52(#)

その他の野菜
い ちご

その他のスハイス

その他のハーブ
饉
巌

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
千の1カ 肉

琢の筋肉

その他の陸棲哺乳類 に属する動物の筋肉

0.0

0.0

0.0

午の月首jlb

豚の月旨肪
そのrthの陸棒哺乳類 に属する動物の脂肪

0.01

0.01

0.01

午の月十臓
琢の肝臓
その他の陸棲哺乳類 に属する動物の肝臓

０

０

０

千の賢llu

琢の腎臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓
午の実 用 剖S分

豚の食用部分   
‐

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.01

0.01

0.01

器の筋肉

その他の家きんの筋 肉

0.01

0.01

場の月目栃

その他の家きんの月旨肪

0.01

0.01

０

０

鶏の,p
その他の家きんのJ日

0.01
0.01

０

０

とつか らし吼 燥 さ:せたもの
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(男J和13)

プロパモカルブ推定摂取量 (単位 :μ g/人/day)

TMDI :翼里言合捐計ラに1日 夕髪月文遣塾 (Theoretical Maximum Daily lntake)

高齢者については畜産物、妊婦については家きんの卵類の摂取量データがないため、

国民平均の摂取量を参考とした。

ADIは、プロパモカルブ塩酸塩のADI(0.29 mg/kg体 重/day)に 0.84を掛け、プロパモカルブに換算した値
(0124 mg/kg体重/day)を使用した。

食品群
基準値案

(ppm)

国民平均
TMDI

幼小児
(1～ 6歳 )

TMnT

妊婦
TMDI

高齢者
(65歳以上 )

TMDT
う

〓
　

一

ヽ

一
一
　

　

一

を
一よ

米
〓し舷一か

米
」ば

_l_________
0.1

0.3

18.5:      9.8:     14.Oi         18.9

■_…■11■|__1___⊆■1____1■・_91_____… ■_1

:I:I10:IIIIIIII[:IIII.:!IIIIIIIB~~~Ч
6:UI~~~‐ i正 7「

~~~28fラ
1~~~~~3u~5

てんさい 0:2

1

=!}:こ

ル頚:KI五覆ンヱ勇
=資

亜[:]::り

=はくさレヽ 294.01    103101    219.0:       317.0
キ ャベ ツ 0.1 ０

４ 1.0 2.0

ユ 童 工 が 三 二__=====一 三二===一 一
三

チングンサイ

1.0 0.1 0.1 0

0.7 ０

一

カ リフラワー ２

一

０

一

１

一

０

一

０

一

０

．
一

0.0 0.

-?'n s, - ll .- 0.5 1.4 2.4 つ
ん

駆一科
一

一な
〓

一　̈^ヽ　　一一一一́一　一　一

一ぶ
〓

一あ
一

一の
〓

一他
一リ

一の
一三

一そ
〓チ

0.5

2

２
〓
２
一

０
．一
０
．一

一一　
一

〓
　
・

一一　
一

一一　
一

１
〓
２
一

0.1:

Q.21

１
．〓
０
．一

:[互KI=2二蕃丞ビユレ婁贅食童fニユ=_
たまねぎ

10

0.05

61.01     25.01     64.O1        42.0

1.51    0.91    1.71      1.1
ねぎ::【,II互含亜[:D 33.91     13.51     24.6:        40.5

セロリ 0.2 0.1 0.0 0.1 0

トマ ト 2 48.61     33.8:     49.01        37.8
ピーマ ン 3 13.21    6.01    5.71     11
なす 0.3

ζ鰐筈饗琴墓慕琴
0.41    0.21    0.21      0.6

81.5:     41.01     50.51       83.05

がぼぢや
‐
(スカラフIを合百:) 47.0:     29.0:     34.51        57.5

しろうり ５

一
4.0

すいか 0.5 0.1 0

メロン類果実 0.5 0.2 012:     0.05 0.2

まくわ うり 0.5 １

一

０

．
一

０

一
0

ぞめ竃のグリ料野菜 ５

一
４ ０

__2.■_____■■1-― __1■・_51_こ _____■ -5

748.01  40■ p1  696.∝ _____86■ 0ほうれんそ う
たけの こ 0.2 0.4 0.1 0

しようが 10

0.2

0.1

6.0: 2.0 7.0 7.0

粂竃砦の里X=―一―
i=_」

1~~~
蘭羅薦罰J薦あ丙彗

===~=‐===一一

９

一一
〇

１
．〓
０
．

９
〓
０

１
．〓
０
．

〓〓〓〓

５‐

一
０‐

０
４
〓
Ａ
υ

2.4

0.0

0.01 0.6; 0.6 0.6

宦層l晋乳積め乳類 0101 2.0

家禽の肉類 0.01 0.2 ０

．
一

０

一
0.2

家合 の卵類 0_01 0.4 0.4 0.4

計 1428.3 703.5:   1231.7 1573.8

ADEヒ  (%) 11.2:   18.61    9.2
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(参考 )

これまでの経緯

平成 元年 2月  8日  初回農薬登録

平成 5年  9月 14日 残留基準告示

平成 17年 10月  5日  農林水産省から厚生労働省へ農薬登録申請に係 る基準値設定依

頼 (新規 :は くさい及びたまねぎ)

平成 17年 10月 21日 厚生労働大臣から食品安全委員会委員長あてに残留基準設定に

係 る食品健康影響評価について要請

平成 17年 10月 27日 食品安全委員会 (票請事項説明)        .
平成 17年 11月 29日  残留農薬基準告示

平成 18年  7月 18日 食品安全委員会委員長か ら厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について要請

平成 18年 7月 20日 食品安全委員会 (要請事項説明)

平成 18年 7月 31日  第 2回農薬専門調査会総合評価第二部会

平成 20年  7月 30日  第 14回農薬専門調査会総合評価第二部会

平成 20年 11月 18日  第 45回農薬専門調査会幹事会

平成 21年  1月 22日  食品安全委員会 (報告)`

平成 21年  5月 20日  第 51回農薬専門調査会幹事会

平成 21年  6月 12日  第 52回農薬専門調査会幹事会

平成 21年  7月  9日  食品安全委員会 (報告 )

平成 21年  7月  9日  食品安全委員会委員長か ら厚生労働大臣あてに食品健康影響評

価について通知

平成 22年  1月 15日 薬事・食品衛生審議会へ諮問

平成 22年  3月  2日 薬事・食品衛生分科会農薬 t動物用医薬品部会

平成 22年15月 11日 薬事・食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会
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●薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬 0動物用医薬品部会

[委員 ]

青木 宙    東京海洋大学大学院海洋科学技術研究科教授

生方 公子   北里大学北里生命科学研究所病原微生物分子疫学研究室教授

○大野 泰雄   国立医薬品食品衛生研究所副所長

尾崎 博    東京大学大学院農学生命科学研究科教授

加藤 保博   財団法人残留農薬研究所理事

斉藤 貢
二   星薬科大学薬品分析化学教室准教授

佐々木 久美子 元国立医薬品食品衛生研究所食品部第一室長

佐藤 清    財団法人残留農薬研究所化学部部長

志賀 正和
1 

元農業技術研究機構中央農業総合研究セ ンター虫害防除部長

豊田 正武   実践女子大学生活科学部食生活科学科教授

永山 敏廣   東京都健康安全研究センター医薬品部長

松 田 りえ子  国立医薬品食品衛生研究所食品部長

,山 内 明子   日本生活協同組合連合会執行役員組織推進本部長

山添 康    東北大学大学院薬学研究科医療薬学講座薬物動態学分野教授

吉池 信男   青森県立保健大学健康科学部栄養学科教授

由田 克士   大阪市立大学大学院生活科学研究科教授

鰐渕 英機   大阪市立大学大学院医学研究科都市環境病理学教授

(○ :部会長)
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プロパモカル

食品名
残留基準値

DDm

本 スヽ 不 τ 慟 ば 。

ばオtいしよ

てんさい

だいこん類(ラディッシュを含む。)の根

はくさい

キャベツ

芽キャベツ

チングンサイ

カリフラワー

プロッコリー

その他のあぶらな科野菜
注D

1

10

01
1.0

0.5

0.2

0.5

0.5

チ平リ

レタス 1

たまねぎ

ねぎ

0.0〔

3.(

セロリ

トマト

ピーマン

なす

その他のなす科野菜注υ

きゆうり(ガーキンを含む。)

かばちや (スカッシュを含む。)

しろうり

すいか

メロン類果実

まくわうり

その他のうり科野菜注の

0.〔

0.[

0.[

ほうれんそう

たけのこ

しようが

その他の野菜
餞つ 02

いちご

牛の筋肉

豚の筋肉

その他の陸棲哺乎L類に属する動物
注Dの筋肉

0.01

0.01

0.01

牛の脂肪

豚の脂肪

その他の陸棲哺乳類に属する動物の脂肪

0101

0.01

0.01

牛の肝臓

豚の肝臓

その他の陸棲哺孝L類に属する動物の肝臓

0.01

0.01

0.01

牛の腎臓

豚の腎臓

その他の陸棲哺乳類に属する動物の腎臓

0.01

0.01

0.01

牛の食用部分
江°

豚の食用部分

その他の陸棲哺乳類に属する動物の食用部分

0.01

0.01

0.01

0.01

鶏の筋肉

その他の蒙おん注つの筋肉

0.01

0.01

鶏の脂肪

その他の家きんの脂肪

0.01

0.01

場の卵

その他の家きんの卵

0.01

0.01

ヒうがらし(乾燥させたもの。) l

答申 (案 )

※今回残留基準を設定するプロパモカルプ
には、プロパモカルプ及びプロパモカルブ塩
酸塩が含まれる。

注1)「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶら
な科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん
類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさ
び、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベ

ツ、ケール、こまつな、きような、チングンサ
イ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外
のものをいう。

注2)「その他のなす科野菜」とは、なす科野
菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のも
のをいう。

注3)「その他のうり科野菜Jとは、うり科野菜の
うち、きゆうり、かばちや、しろうり、すいか、メ
ロン類果実及びまくわう,以外のものをいう。

注4)「 その他の野菜」とは、野菜のうち、いも
類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、き
く科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野
菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オク
ラ、しようが、未成熱えんどう、未成熟いんげ
ん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハープ

以外のものをいう。

注5)「 その他の陸棲哺乳類に属する動物」と
は、陸棲哺手L類に属する動物のうち、牛及び
豚以外のものをいう。

注6)「食用部分」とは、食用に供される部分の
うち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分
をいう。          1

注7)「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏
以外のものをいう。
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